
十

敬

_隻

＼

ご

二
㌧

議
案
第
五
十
五
　
号

三
朝
町
職
員
の
給
与
粧
尉
す
る
条
例
の
一
部
改
正
此
っ
S
て

1
{

次
の
と
お
三
高
町
域
鼻
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
讐
S
て
'
地
方
自
給
虜
.
.

(
昭
和
二
十
毒
法
律
雲
十
毒
)
-
十
六
条
第
1
滴
の
規
定
-
少
,
本
義
会
の
蕎
-
悪
を
i

昭
和
五
十
三
年
三
月
二
十
八
日

三

　

朝

　

町

　

長

　

　

番

　

　

付

　

　

喬

　

　

成

宅

急

,

8

8

8

4

:

貰

d

)

康

棄

可

決

　

　

　

　

　

　

　

＼

l
l
扇
町
或
金
銭
長
牧
田
湊



-ノ′

拾
･
＼

叫r

･
‥
!
･

三
朝
町
/
条
例
第

二
〟

三
朝
町
周
鼻
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
1
部
を
改
正
す
る
粂
例
　
J

三
朝
町
職
員
の
給
与
に
･
関
す
る
条
例
(
昭
和
二
十
八
年
三
朝
町
条
例
第
二
十
五
号
)
の
蒜
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
.

別
表
窮
1
中
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
.

親
藩
の
等
級

磯

＼

　

　

務

　

　

内

　

　

容

一

等

級

課
長
･
事
務
局
長

参
事
の
職
務

教
育
委
員
会
次
長
･
中
央
公
民
館
長
･
保
育
所
長

課
長
補
鹿
･
中
央
公
民
館
副
館
長
･
保
育
所
長
補
佐
･
室
長

主
査
の
峨
務

･
保
育
園
長

相
当
高
度
の
知
款
及
び
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
咋
飯
事
す
る
係
長
,
･
企
画
展

室
長
補
佐
∴
主
任
保
健
婦
･
主
任
保
母
の
職
務

亭
等
級

係
哀
･
企
画
員
･
室
長
補
佐

主
任
保
健
婦
･
主
任
保
母
･
主
理
の
職
務



-　7　-~■ー

四

等

級

保
健
婦
の
戟
務

相
･
当
の
知
款
及
び
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
に
従
事
す
る
′
主
事
･
技
師

保
母
の
職
務

言
等
級
　
∵
主
事
･
技
師
･
保
母
の
職
務

附

刺

(
施
行
期
日
)

′
　
こ
の
条
例
は
'
昭
和
五
十
三
年
四
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
｡

(
繊
務
の
等
級
の
切
替
え
)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
,

●

r
t
　
我
鼻
の
昭
和
五
三
二
年
四
月
盲
･
(
以
下
｢
切
替
日
｣
と
1
う
｡
)
に
お
け
る
職
務
の
等
級
(
以
下
｢

新
等
親
｣
と
い
う
｡
)
は
･
切
替
日
の
属
す
把
か
1
て
そ
の
者
が
属
し
て
S
た
職
務
の
等
級
(
以
下
｢
旧

等
級
｣
と
S
う
0
)
及
び
同
日
に
お
等
.
そ
の
者
が
占
め
る
職
の
織
務
に
応
じ
'
附
則
別
泰
空
の
旧
等
敵

機
に
定
め
る
磯
務
の
等
級
及
び
磯
務
磯
に
定
め
る
磯
の
職
務
に
対
応
す
る
新
等
歓
棚
に
定
め
る
職
務
の
等

＼穀
と
す
る
｡

＼

ノ

k

漣
,
,
L
 
i



二

ネ

　

f

+

1

　

(

享

を

ty, rEh

(
号
給
等
の
切
替
え
)

3
　
前
項
の
規
定
誓
力
戦
務
の
等
級
を
決
定
ざ
れ
る
磯
､
負
の
う
ち
,
新
等
級
が
旧
等
紋
と
同
じ
機
雷
嚢

i

警
あ
る
城
見
の
切
替
日
監
け
る
号
給
又
吐
給
料
月
額
(
以
↑
｢
誓
給
等
｣
と
い
う
◎
)
は
読
替

日
の
由
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
受
写
1
-
給
又
は
給
料
月
額
(
-
｢
旧
号
絵
等
｣
と
い
う
｡
)
d
J

同
じ
号
給
叉
は
給
料
月
額
と
す
る
′
｡

(
特
定
の
号
給
等
の
切
替
え
)

ゲ
附
則
警
項
の
-
規
定
誓
急
務
の
等
-
決
定
-
る
腰
負
の
う
ち
,
新
等
-
-
位
霊
夢

t)

等
級
で
至
芸
の
新
号
給
等
性
,
旧
号
給
等
-
じ
宗
則
別
表
第
.
ニ
(
以
↑
｢
号
絵
切
替
象
を
払

う
O
)
.
イ
又
は
ロ
　
の
佃
号
給
等
欄
に
定
賢
母
給
叉
は
給
料
月
琴
に
対
応
す
る
新
号
給
等
観
覧
め

る

号

給

叉

は

給

科

月

額

と

す

る

｡

.

-

∫
前
慧
規
定
に
芸
誓
給
等
･
針
決
定
ま
る
磯
鼻
の
う
ち
･
豪
-
等
が
号
給
切
警
芸
監
欝

期
間
の
定
め
の
雲
号
給
又
妓
給
料
月
-
あ
る
磯
員
に
対
.
す
る
切
替
日
′
以
降
の
最
初
の
改
正
慧
三

朝
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
碗
(
-
｢
改
正
後
の
条
例
｣
と
い
う
｡
)
第
四
条
第
六
項
叉
は
笑
顔

の
規
定
の
適
用
竺
S
て
姓
,
こ
れ
.
ら
の
規
定
中
｢
十
二
月
｣
と
あ
-
は
'
｢
十
二
月
竺
1
朝
町
磯
農

の
給
与
に
掌
る
条
例
の
蒜
を
改
正
す
る
条
例
(
昭
和
-
三
年
三
朝
町
条
例
琴
　
号
o
以
下
｢
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昭
和
五
十
三
年
改
正
条
例
｣
と
S
う
｡
)
由
則
別
表
第
二
　
イ
叉
は
ロ
　
の
期
間
楠
に
定
め
る
当
該
月
徴

を
加
え
た
月
　
｣
と
'
｢
十
八
月
｣
と
卒
る
の
は
'
｢
十
八
月
に
昭
和
五
十
三
年
改
正
条
例
附
則
別
表
第
二

イ
又
は
ロ
の
期
間
欄
に
定
め
る
当
該
月
数
を
加
え
た
月
｣
と
'
｢
　
二
十
四
月
｣
と
あ
る
の
は
'
｢
　
二
十
四

月
に
昭
和
五
十
三
年
改
正
条
例
附
則
別
表
虜
二
　
イ
又
は
ロ
　
の
期
間
欄
に
定
め
る
当
該
月
数
を
加
え
た

月
　
｣
と
す
る
0

(
旧
号
給
等
を
受
け
て
い
た
期
間
の
通
貨
)

附
則
第
三
項
文
は
第
四
項
の
規
定
笹
よ
カ
新
号
給
等
を
決
定
さ
れ
る
磯
嵐
に
対
す
る
切
替
日
以
降
に
お

け
る
最
初
の
凌
正
後
の
嶺
例
第
四
条
第
六
項
若
し
-
は
第
八
項
又
は
附
則
第
九
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
S

て
拭
'
旧
号
給
等
を
受
け
て
い
た
期
間
　
(
町
長
が
定
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
'
町
長
の
定
め
る
期
間
を
増

減
す
る
期
間
)
を
潮
号
給
等
を
受
け
る
期
間
に
通
算
す
る
O

(
特
定
の
職
長
に
係
る
号
給
等
)

附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
カ
新
号
給
等
を
決
定
さ
れ
る
職
員
で
'
切
替
日
以
降
に
お
い
て
最
初
の
そ
の

)

属
す
る
職
務
の
等
歓
の
上
位
の
職
務
の
.
専
級
へ
の
異
動
を
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
の
当
該
異
動
の
日
に
お

け
る
号
給
又
は
給
料
月
額
及
び
こ
れ
ら
を
受
け
る
と
と
と
凌
各
期
間
に
つ
S
て
は
'
町
長
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
｡

三

]/
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か
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(
旧
号
給
等
の
基
礎
)
I

.
附
則
第
二
項
か
ら
前
項
,
W
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
,
改
正
＼
前
の
三
朝
町
機
長
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
磯
早
が
属
し
て
S
た
職
務
の
等
級
及
び
そ
の
者
が
受
け
て
S
た
号
給
又
紘
給

料
月
額
は
･
同
条
例
及
び
こ
れ
に
基
づ
Y
町
規
則
の
規
定
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
を
け
れ
ば
を
ら

を
S
｡

(
昇
給
期
間
の
特
例
)

当
今
の
間
･
威
務
の
等
級
の
二
等
教
及
び
三
等
板
の
最
高
の
号
給
又
は
最
属
の
号
給
を
超
え
る
給
料
月

板
を
受
け
る
成
員
に
つ
S
て
姓
,
そ
の
者
が
現
に
受
け
て
S
る
号
給
又
は
給
料
月
額
を
受
け
る
忙
至
っ
た

時
か
ら
十
二
月
毒
給
切
替
表
イ
又
は
ロ
の
期
間
欄
に
期
間
の
定
め
の
あ
る
号
給
又
は
給
料
月
額
を
受
け

㌔

る
威
負
の
切
替
日
以
藤
に
お
け
る
最
初
の
昇
給
に
あ
つ
て
は
･
十
二
月
k
i
,
当
家
舟
教
を
加
え
た
月
)
を
下

ら
な
い
期
間
を
良
好
を
成
績
で
勤
務
し
た
と
き
は
･
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
等
級
の
給
料
の
幅
の
最
高

級
を
超
え
て
町
長
の
凍
語
を
得
て
昇
給
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
み
や

(
町
規
則
へ
の
委
任
)

㌔

附
則
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
'
こ
の
条
例
の
施
行
に
熟
し
必
賓
夜
事
項
は
'
町

′

/

規

則

七

定

め

る

0
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